
令和6年5月号

交通安全協会
沼津地区支部

人身事故発生状況（速報値）

※（　　）前年比

管内

件　　数

死  者  数

負傷者数

4月中

99人
（+20）

425人
（-18）

4月末

82件
（+14）

346件
（-13）

1人
（±0）

3人
（+1）

詳しくは 静岡県警察 交通事故統計情報 をチェック！

５月は自転車月間

＜自転車安全利用５則＞

車道は

左端を走行

万が一の事故に備えて

自転車保険への加入を！

TSマーク（緑色）

自転車が交通事故の加害者となり

被害者が死亡したり重篤な後遺障害が生じた場合、

高額な損害賠償を命じられることもあります

自転車による通学に慣れ始める５・６・７月は

中学生・高校生の自転車事故の増加が懸念されます

右左折

866件

(28%)

その他

459(16%)

【令和５年中 静岡県自転車事故】

一時停止標識のある交差点では

必ず止まって安全確認を！
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【過去10年（平成25年～令和4年）

静岡県内 中学生・高校生 自転車事故死傷者数】

夜間はライトを点灯 飲酒運転は禁止 ヘルメットを着用

車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

交差点では信号と

一時停止を守って、安全確認

(月)

(件)

約６割が

交差点での

出会い頭事故

【普通自転車歩道通行可】
歩道を走行時は、歩行者の通行を

妨げないようにしましょう！

明るい服装や

反射材を

着用しましょう！

交差点事故が増加

（昨年比＋22件）

安全確認を徹底しましょう！


